
別紙「運用マニュアルに関するＱ＆Ａ」 

賃金等の変動に対する建設工事請負基準約款第 26条第６項 

(インフレスライド条項)の運用マニュアルに関するＱ＆Ａの追加分 

【物価水準の変動が生じた場合の取り扱いについて】 令和４年 12月 23日以降適用 

Ｑ１ P2 

 

 

 

 

   P3 

 

 

 

 

 

 

   上記記載より、運用マニュアルは賃金水準の変更にのみ適用するものか。 

Ａ１ 賃金水準の変更に関する記載は、定期的にインフレスライドの該当となっている

かを受発注者が確認することを規定しており、物価水準（価格水準）の変動による請

求も可能である。同様にスライド協議の請求も複数回のインフレスライドの申請を

制限するものではない。 

 

Ｑ２ 物価水準（価格水準）の変動による扱いはどうなるのか。 

Ａ２ 運用マニュアルによる。 

   物価水準が上昇している場合、受注者は P4の増額スライド額を試算し、増額スラ

イド試算額が「＋」となった時に請求可能となる。請求後のスライド額算出方法や手

続き等は運用マニュアルにより行う。 

   P4 ４請負代金額の変更の抜粋 

 


